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亀岡あゆみデイサービスセンター運営規程 

 

 (目的) 

第 1 条    この規程は、社会福祉法人 倣襄会 が設置経営する指定通所介護事業の運営及び利用につい

て必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

 (基本方針) 

第 ２ 条    利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、

必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身

機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。 

 

 (運営方針) 

第 3 条   本事業所において提供する通所介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨

及び内容に沿ったものとする。 

    2.   利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるととも 

       に、利用者及びその家族のニーズを的確に据え、個別に通所介護計画を作成するこ 

       とにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。 

3. 利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく 

       説明する。 

4. 適切な介護技術をもってサービスを提供する。 

5. 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。 

6. 居宅サービスが作成されている場合は、当該計画に沿った通所介護を提供する。 

 

 (事業所の名称) 

第 ４ 条   本事業所の名称は次のとおりとする。 

         亀岡あゆみデイサービスセンター(以下、 「事業所」 という) 

 

 (事業所の所在地) 

第 5 条   本事業所の所在地は次のとおりとする。 

京都府亀岡市篠町篠下中筋 45番地の 3 

 

第 6 条   本事業所に勤務する管理者及び職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

        (1)  管理者                1名 

             管理者は、事業所の運営・管理を行う。 

        

          (2)  生活相談員             2名 

                 生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供さ 

れるよう、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関との連携において 

必要な役割を果たす。 

(3)  機能訓練指導員           1名 

       日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する訓練を行う。また、利用者の心身の状態 

を勘案し、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者の選択を 
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援助する。 

(4)  看護職員 (機能訓練指導員を兼務)   1名 

             看護職員は、健康チェック等を行うことにより利用者の健康状態を的確に把握するとともに、 

利用者が各種サービスを利用するために必要な助言等を行う。 

       (5)  介護職員                 ７名 

             介護職員は、通所介護の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、 

利用者に対し、適切な介助を行う。 

       (6)  栄養士                   １名 

             調理職員は、利用者の食事提供に伴う献立、調理を行う。 

       (7)  調理職員                     4名 

             調理補助員は、利用者に提供する食事の調理を行う。 

(8)  運転手                        2名 

     運転手は、利用者の送迎業務を行う。 

(9)   事務職員                １名 

     事務職員は、利用者、施設の事務処理を行う。 

 

 (営業日及び営業時間) 

第 7 条   本事業所の営業日及び、営業時間は次のとおりとする。 

          (1)   営業日 

            年始（１月１日～１月３日）を除く毎日。 

            年末（12月 30日、31日）は館内清掃及び点検のため 9:30～14:30に時間短縮 

(2) 営業時間  午前 8時 30分～午後 5時 00分 

(3) サービス提供時間  午前 9時 30分～午後 4時 30分 

             

 (利用定員) 

第 8 条  1日に通所介護のサービスを提供する定員は、一般型 25人以内とする。 

 

 (通所介護の内容) 

第 9 条  指定通所介護の内容は次のとおりとする。 

       (1)   日常生活上の援助 

             日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。 

ア. 排泄の介助 

イ. 移動の介助 

ウ. 養護 (休養) 

 

(2) 健康状態の確認 

(3) 機能訓練サービス 

             利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練並びに利用者の

心身の活性化を図るための各種サービス(アクティビティ・サービス)を提供する。 

ア. 日常生活動作に関する訓練 

イ. 個別機能訓練 

ウ. 選択レクリエーション 
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エ. グループワーク 

オ. 行事的活動 

カ. 体操 

キ. 趣味活動 

(4) 送迎サービス 

             障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者については専用車両により送迎 

を行う。また、必要に応じて送迎車両への昇降及び移動の介助を行う。 

(5) 入浴サービス 

      居宅における入浴が困難な利用者に対して、必要なサービスを提供する。 

     ◆入浴形態 

ア. 一般浴槽による入浴 

イ. 特殊浴槽による入浴 

            ◆介助の種類 (必要に応じて行う) 

ア. 衣類着脱 

イ. 身体の清拭、洗髪、洗身 

ウ. その他必要な介助 

(6) 食事サービス 

ア. 準備、後始末の介助 

イ. 食事摂取の介助 

ウ. その他必要な食事の介助 

(7) 相談、助言等に関すること 

             利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。 

ア. 日常生活動作に関する訓練の相談、助言 

イ. 福祉用具の利用方法の相談、助言 

ウ.その他必要な相談、助言 

 

 (通所介護計画の作成等) 

第10条   通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに

家族等介護者の状況を十分に把握し、個別に通所介護計画を作成する。 

また、すでに居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿った通所介護計画を作成する。 

2. 通所介護計画の作成、変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明する。 

3.  利用者に対し、通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管

理、評価を行う。 

 

  (通所介護の利用料) 

第 11条  本事業所が提供する指定通所介護の利用料は、厚生労働大臣が定める介護報酬の告示上の額によ 

るものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払 

いを受けるものとする。 

       但し、次に上げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。 

      (1)次条に定める通常の事業の実施地域を越える地点からの地域に居住する利用者に対して行う送迎 

に要する費用 片道 10km以上 15km未満  500円 / 15km以上 30km未満 1,000円 

        (2)指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提
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供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス

費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額を超える費用 

        (3)食 費（昼食代 440円、おやつ 100円、喫茶代 100円） 

        (4)おむつ代               実 費 

        (5)選択レクリエーション（利用者の希望によりレクリエーションに参加して頂くことができます。） 

         ・材料費…実費 

         ・外食や買い物に行く際の費用の実費 

        (6)複写物の交付（利用者は、サービス提供について記録をいつでも閲覧できます。） 

         ・写真を必要とする場合には、1枚に付き 50円ご負担いただきます。 

        (7)前各号にあげるものの他、通所介護の中で提供されるサービスのうち日常生活においても通常必 

要となるものにかかる費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用 

    2.  前項の費用の支払を含むサービスを提供する際には、事前に利用者又はその家族に対して必要な 

資料を提示し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で、利用者の 

      同意を得る。また、併せて、その支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。 

3.  利用料の支払いは、サービス利用後(1ヶ月)、請求に基づき、支払い指定日(毎月 20日までに事業者 

に支払う(あらかじめ指定された口座に振り込んで頂くか、自動で引き落とされます。) 

 (通常の事業の実施地域) 

第 12条 通常の事業の実施区域は次のとおりとする。   京都府亀岡市の全域とする。 

 

(サービスの提供記録の記載) 

第 13条  指定通所介護の提供を受ける際には、その提供日及び内容、当該指定通所介護について、利用者 

に代わって支払いを受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記録する。 

 

(サービス利用にあたっての留意事項) 

第 14条  利用者は指定通所介護の提供を受ける際に、次の事項について留意するものとする。 

       (1)  サービスを利用する際の留意事項 

         ① 利用者は、利用するにあたり主治医等の診断に基づき、自身の心身の状況の把握に心掛け、 

従業員の指示に従い安全なサービス利用に協力するよう努めなければならない。 

            ② 当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を 

行うことはできません。 

         ③ 事業所内の喫煙(きつえん)スペース以外での喫煙はできません。 

         ④ 飲食物・金銭等の持ち込みは原則的にお断りしております。 

         ⑤ 携帯電話の持ち込みは原則的にお断りしております。 

（2)  施設・設備の使用上の注意 

① 施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

② 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設設備を壊したり、汚した 

りした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支 

払いいただく場合があります。 

(３)  その他 

・     ① 契約者は、新規利用及び心身の状況の変化等ある場合は、主治医に情報提供書又は診断 

書を依頼し、事業所に提出して頂きます。 

② 風邪、病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。 
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(秘密保持) 

第 15 条   本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。 

     2.   従業者であった者が、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を洩らすことのないよう、必要な措

置を講じる。 

 

 (苦情処理) 

第 16 条   提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付 

窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置利用者又は家族に対する説明、記 

録の整備その他必要措置を講じるものとする。 

 (衛生管理) 

第 17 条   通所介護に使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意

するものとする。 

2. 従業者等は、感染症等に関する知識の習得に努める。 

 (緊急時に於ける対応方法) 

第 18 条   通所介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の非難等適切な措置を 

講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を 

確認し、災害時には、非難等の指揮をとる。 

2. 非常災害に備え、定期的に非難訓練を行う。 

 (その他運営についての留意事項) 

第 20 条   従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。 

          一、   採用時研修  採用後 3 ヶ月以内 / 二、   継続研修    3 ヵ月に 1回以上 

2.   事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整 

備する。 

3.   この規程 12の定める事項の他、運営に関する事項は、管理者が定めるものとする。 

 

附   則   この運営規程は 平成 12年 4月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 12年 8月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 12年 11月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 14年 4月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 16年 4月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 17年 10月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 18年 7月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 19年 4月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 21年 4月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 24年 4月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 26年 4月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 27年 4月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 29年 4月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 30年 4月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 平成 30年 8月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 令和元年 6月 1日 から実施する。 

附   則   この運営規程は 令和元年 7月 12日 から実施する。 


